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支給 

１ 法令の定め（許認可等要件） 
○戦傷病者特別援護法第２０条第４項 

知事は、法第２０条第１項による更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に
代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。 

 
2 その他 

○戦傷病者特別援護法施行事務取扱要領について 
（昭和３８年１２月２７日付け厚生省発援第１２０６号厚生省援護局長通知） 

戦傷病者カードにより資格を確認し、身体障害者更生相談所の長に判定を求めると共に、請求者
に対し期日を指定し更生相談所に出頭するよう通知すること。 

 

 


